
基本研修・未受講
既に基本研修・受
講済(試験合格済)
実地研修・未受講

新たな対象
者がいる。

現在ケアをしてい
る対象者に新たな
医ケアが必要に
なった。

基本
研修

基本研修を受講し
試験に合格する。

基本研修・修了確
認書の発行

実地
研修

「認定特定行為業
務従事者認定証」
変更届

喀痰吸引等研修（特定の者対象）フローチャート
横浜療育医療センター

既に「認定特定行為業務従事者認定
証」交付済

実地研修の受講　（注・１度の申込における対象となる特定の者の数は５名まで）

「認定特定行為業務従事者認定証」交付申請

指導講師から合格判定を受ける。

修了証書の発行

医療的ケアが必要な対象者がいる。
（注・いない場合は本研修の受講対象ではありません。）

事前に「医師の指示書」及び「対象者の同意」が必要


	2.フローチャート

